
２０２３年１１月１日 

京阪バス株式会社 

 

ダイヤ改正に伴う定期券の払い戻し・区間変更のお取り扱いについて 

 

 ２０２３年１２月１６日実施予定のダイヤ改正に伴う路線の廃止、時刻の変更等でお手持ちの定期 

券がその用途を満たさなくなった場合の払い戻し・区間変更については、運送約款第４０条を適用

し、特例として無手数料にて下記のとおり取り扱いいたします。 

 

記 

 

１．取り扱い開始日  ２０２３年１１月２４日 

   ・２０２３年１２月１６日実施のダイヤ改正を理由とする払い戻し・区間変更であることをお

申し出ください。 

   ・取り扱い開始日以前に払い戻し等される場合は、通常のお取り扱い（手数料あり）となりま

すのでご注意ください。 

   ・ダイヤ改正日より１ヶ月間（12/16～1/15）は、ダイヤ改正日（12/16）を基準（残通用日数

基準日）とし払い戻し額を算出いたします。 

（11/24～12/15、1/16以降はお客様の申し出日を基準とし算出いたします。） 

 

２．払い戻し 

 以下の式のとおり、払い戻しいたします。 

定期券発売額×残通用日数／通用期間＝払い戻し額（10円単位に四捨五入） 

 

① 11/24～12/15に払い戻しされる場合 

例 2024年 12月 15日に通勤 6ヶ月「守口門真地区」定期券（発売額 55,890 円、2024年 2月末

まで有効）を払い戻しする場合 

  [基準日 12月 15日（お客様の申し出日）] 

  55,890 円 × 75 日 ／ 180 日 ＝ 23,288 円 ≒ 23,290 円の払い戻し 

  残通用日数 75 日・・・12／15 ～ 1／14 ： 30 日 

              1／15 ～ 2／14 ： 30 日 

              2／15 ～ 2／29 ： 15 日 

 

② 12/16～1/15に払い戻しされる場合 

例 2024年 1月 15日に通勤 6ヶ月「守口門真地区」定期券（発売額 55,890 円、2024年 2月末ま

で有効）を払い戻しする場合 

[基準日 12月 16日（ダイヤ改正日に遡及します）] 

  55,890 円 × 74 日 ／ 180 日 ＝ 22,977 円 ≒ 22,980 円の払い戻し 

  残通用日数 74 日・・・12／16 ～ 1／15 ： 30 日 

              1／16 ～ 2／15 ： 30 日 

              2／16 ～ 2／29 ： 14 日 

 

③ 1/16以降に払い戻しされる場合 

例 2024年 1月 16日に通勤 6ヶ月「守口門真地区」定期券（発売額 55,890 円、2024年 2月末ま

で有効）を払い戻しする場合 

[基準日 1月 16日（お客様の申し出日）] 

  55,890 円 × 44 日 ／ 180 日 ＝ 13,662 円 ≒ 13,660 円の払い戻し 

  残通用日数 44 日・・・ 1／16 ～ 2／15 ： 30 日 

              2／16 ～ 2／29 ： 14 日 



３．区間変更 

 以下の式のとおり、精算いたします。 

（現行定期券発売額 － 新定期券発売額）×残通用日数／通用期間＝払い戻し額（10円単位に四捨 

五入） 

  ・新定期券は現行定期券と同一有効期間とします。 

  ※払い戻し額がマイナス（新定期券発売額が現行より高額）となる場合は、その額をお支払いく 

ださい。 

 

① 11/24～12/15に区間変更される場合 

例 2023年 12月 14日に通勤 6ヶ月「ＪＲ吹田駅～京阪守口市駅」定期券（発売額 63,180 円、

2024年 3月末まで有効）を通勤「守口門真地区」定期券（発売額 55,890 円）に変更する場合 

  [基準日 12月 14日（お客様の申し出日）] 

  （63,180 円 － 55,890 円）×108 日 ／ 180 日 ＝ 4,374 円 ≒4,370円の払い戻し 

  残通用日数 108 日・・・12／14 ～ 1／13 ： 30 日 

               1／14 ～ 2／13 ： 30 日 

               2／14 ～ 3／13 ： 30 日 

3／14 ～ 3／31 ： 18 日 

 

② 12/16～1/15に区間変更される場合 

例 2023年 12月 20日に通勤 6ヶ月「ＪＲ吹田駅～京阪守口市駅」定期券（発売額 63,180 円、

2024年 3月末まで有効）を通勤「守口門真地区」定期券（発売額 55,890 円）に変更する場合 

  [基準日 12月 16日（ダイヤ改正日に遡及します）] 

  （63,180 円 － 55,890 円）×106 日 ／ 180 日 ＝ 4,293 円 ≒4,290円の払い戻し 

  残通用日数 106 日・・・12／16 ～ 1／15 ： 30 日 

               1／16 ～ 2／15 ： 30 日 

               2／16 ～ 3／15 ： 30 日 

3／16 ～ 3／31 ： 16 日 

 

 ※区間変更後の新定期券発売額が現行定期券額より高額となる場合 

12/16～1/15のお申し出であっても、お客様の申し出日を基準として算出いたします。 

例 2024年 1月 15日に通勤 3ヶ月「守口門真地区」定期券（発売額 29,500 円、2024年 1月末ま

で有効）をワイド定期券（発売額 37,190 円）に変更する場合 

  [基準日 1月 15日（お客様の申し出日）] 

  （29,500 円 － 37,190 円）×17 日 ／ 90 日 ＝ ▲1,453 円・・・1,450円のお支払い 

  残通用日数 17 日・・・  1／15 ～ 1／31 ： 17 日 

 

③ 1/16以降に区間変更される場合 

例 2023年 1月 16日に通勤 6ヶ月「ＪＲ吹田駅～京阪守口市駅」定期券（発売額 63,180 円、2024

年 3月末まで有効）を通勤「守口門真地区」定期券（発売額 55,890 円）に変更する場合 

  [基準日 1月 16日（お客様の申し出日）] 

  （63,180 円 － 55,890 円）×76 日 ／ 180 日 ＝ 3,078 円 ≒3,080円の払い戻し 

  残通用日数  76 日・・・ 1／16 ～ 2／15 ： 30 日 

               2／16 ～ 3／15 ： 30 日 

               3／16 ～ 3／31 ： 16 日 

 

 

４．取り扱い窓口 

  営業所、案内所で取り扱いいたします。 

  営業日時等については、乗車券発売窓口一覧（京阪バスＨＰ）をご覧ください。 

https://www.keihanbus.jp/officeinfo/


 

５．その他 

  ２０２４年春実施予定のダイヤ改正に伴う払い戻し・区間変更の取り扱いについては、あらた

めてお知らせいたします。 

 

 

以 上 

 


